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日本国国土交通省航空局とカナダ運輸省航空局間の 

整備に関する技術取決め 

 
 

日本国国土交通省航空局（JCAB）とカナダ運輸省航空局（TCCA）（以下合わせて

「両当局」、個別に「当局」という。）は、 

 

1997年11月13日に署名された「日本国運輸省航空局とカナダ運輸省航空局間の

航空の安全の推進に関する双務取決め」（以下「BASA」という。）が、航空機の整備

に関して、技術取決めを策定することを規定していることを考慮し、 

 

技術的評価を行い、民間航空製品の耐空性の認証や整備の証明、整備施設の認

証及び監視、そして整備に従事する者の認証に関しての、双方の規則、基準及び制

度の理解を進展させたことを考慮し、 

 

整備の実施のためのそれぞれの法律、手続き及び制度が、この整備に関する技

術取決め（TA-M）に記述された手続きに従った整備の証明の相互受入れを許容でき

る程度に十分に類似していることを考慮し、 

 

以下の共通理解に達した。 

 

 

1. 定義 

 

この TA-M において、 

 

“ACA”とは、aircraft certification authority を意味する。カナダの認定整備施設は

この権限を、その会社の Maintenance Policy Manual に規定された手続き及び条件に

従って、航空機に対するメンテナンスリリースの特権に任命された個人に対して発行

する。 

 

“AD”とは、耐空性改善通報を意味する。  

 

“航空機”とは、大気中の支持力を、地表面に対する空気の反作用以外の空気の

反作用から得ることができるあらゆる機械を意味する。 

 

“承認されたデータ”は、型式証明、追加型式設計承認、部品の設計承認、JCAB

の型式承認若しくは仕様承認（TA/SA）、カナダ TSO（CAN-TSO）の設計承認又は修

理設計承認を含む。 

 

“認定整備施設（AMO）”とは、認証されたあらゆる航空機又は構成部品を整備す
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る資格を持った個人、法人又は法人の一部を意味する。 

 

“CAL”とは、日本の航空法を意味する。 

 

“CAR (JCAB)”とは、日本の航空法施行規則を意味する。 

 

“CAR (TCCA)”とは、カナダ航空規則を意味する。 

 

“民間航空製品”とは、あらゆる民間航空機、航空機用発動機、プロペラ、装備品、

又はこれらに装備される部品若しくは構成部分を意味する。 

 

“装備品に関する認定事業場”とは、JCAB 又は TCCA により発行された業務の範

囲及び限定に基づき、その業務の範囲が航空機を含まないが航空機以外の民間航

空製品を含む認定整備施設を意味する。 

 

“CS”とは、JCAB の認定整備施設の確認主任者を意味する。JCAB の認定整備

施設は、その会社の業務規程に示された手続き及び条件に従って、航空機又は航空

機に装備される目的の民間航空製品に対して実施された作業に関するメンテナンス

リリースに署名する個人に対して権限を発行する。 

 

“整備”とは、承認された改造の実施を含む、民間航空製品の耐空性の維持を保

証するための検査、オーバーホール、修理、保守及び民間航空製品の部品、材料、

装備品又は構成部分の交換を意味する。 

 

“監視”とは、適切な基準への適合性が維持されているか決定するための当局によ

る定期的な監査を意味する。 

 

“監督当局“とは、この TA-M に含まれる整備機能を実施する整備施設の管轄権を

持つ民間航空当局を意味する。 

 

“責任当局”とは、民間航空製品を規制、監督する法的責任を負う民間航空当局を

意味する。 

 

“SCA”とは、shop certification authority を意味する。カナダの認定整備施設はこ

の権限を、その会社の Maintenance Policy Manual に示された手続き及び条件に従っ

て、航空機に装備する目的の民間航空製品に対するメンテナンスリリースの特権に

任命された個人に対して発行する。 

 

“規定されたデータ”とは、JCAB又はTCCAに承認されていなくても、以下に示すよ

うな大改造及び大修理の目的に適合したものとして示された正式な文書に含まれる

情報である。 

(i) 耐空性改善通報により規定又は参照された図面又は方法 
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(ii) 航空機又は構成部品の製造者又は型式証明保有者により発行されたデータ 

(iii) 製造者の構造修理マニュアル 

 

“TCD”とは、日本の耐空性改善通報を意味する。 

 

“技術記録”とは、責任当局の規則に従い、特定の民間航空製品に関して所有者

又は運航者が保持するべき文書を意味する。技術記録は、技術資料、航空日誌、機

体、発動機、プロペラ、構成部品に関する記録に含まれる又は参照されるデータを含

みうる。 

 

2. 対象及び目的 

 

(a) この TA-Mは、航空機の整備の実施及び証明について、各当局の航空安全プロ

グラムの相互の承認又は認識のための諸条件を略述している。 

 

(b) 検査や評価の重複を可能な限り避けるため、各当局は以下について同様な有効

性を与えることができる。 

(i) 一方の当局における整備施設を認証するための検査及び評価の結果に対す

る、他方の当局における検査及び評価の結果 

(ii) 一方の当局における民間航空製品を整備後に運航に供するための制度に対

する、他方の当局における整備後に運航に供する制度 

 

(c) この TA-Mは A節、B 節及び C節に細分される。 

(i) A 節は JCAB と TCCA 間の当局間交流について詳述している。 

(ii) B 節は、TCCA の管轄下の民間航空製品を整備するために、日本国内にある

航空法第20条に基づくJCABの認定整備施設に対して必要な手続きを略述し

ている。 

(iii) C 節は、JCAB の管轄下の民間航空製品を整備するために、カナダ国内にあ

るカナダ航空規則 573 に基づく TCCA の認定整備施設に対して必要な手続き

を略述している。 
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A 節： 当局間交流 
 

1. 航空の安全の推進に関する双務取決め 

 

両当局は、各当局の管轄下の民間航空製品を整備する整備施設及び人員が、

BASA に精通し、この TA-M に従うことを奨励する。 

 

2. 認証 

 

書面により相互に別段の決定を行う場合を除くほか、両当局はこのTA-Mに規定さ

れた場合を除き、他方の当局の領域内の整備施設に対して認証を行わないものとす

る。 

 

3. 連絡及び情報 

 

(a) 連絡及び相互協力 

(i)  各当局は、関連する法律及び証明制度に関する重大な変更案で本取決め

に影響を及ぼすおそれがあるものを、他方に通知するものとする。 

(ii)  実施可能な限り、各当局がその変更案に対して意見を述べる機会を他方に

与え、その意見を正当に考慮するものとする。また、そのような変更を連絡し

た時には、各当局は、この TA-M の改訂が必要であるかどうかを検討するた

めの会合を要請することができる。 

 

(b) 情報  

両当局は、この TA-M に基づいて実施される民間航空製品の整備（修理を含む。）

又は改造に関し、相互に情報提供及び協力を行うとともに、以下のために作成する

文書を通報することを確保するものとする。 

(i) この TA-M、その附録及びそれらの改訂の公表 

(ii)  整備施設及びその職員がこの TA-M に基づく作業を実施するために制度上

必要な要件及び特別な条件の略述 

 
4. 範囲 

 

(a) 両当局は、この TA-Mが以下について適用されることを理解する。 

(i) 整備施設の認証及び監視 

(ii) 航空の用に供されている航空機の耐空性の継続 

(iii) いずれかの当局の特別な条件を満たす民間航空製品の整備の相互承認 

(iv) 整備基準や整備の証明制度に関する情報交換 

(v) 民間航空製品の整備に関する協力や支援、及び 

(vi) 当局間の作業関係の定期的な評価の提供 
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(b) 両当局は以下のとおり理解する。 

(i)  このTA-Mに基づいた整備の受け入れは、監督当局の領域的境界内で実施

された作業に関してのみ適用されるものとする。 

(ii)  監督当局により承認された認定整備施設は、その認定整備施設が登録国と

同じ航空当局により承認されている場合を除くほか、他方の当局の国の領域

的境界内で整備の実施又はメンテナンスリリースの署名を行わないものとす

る。これには、同じ登録航空機から取り外され、整備され、及び再取付けされ

た民間航空製品に対するメンテナンスリリースを含む。 

(iii)  4(b)項にいう領域的境界とは、カナダにおいては、州及び準州を含むカナダ

領域を意味し、日本においては、日本の領域を意味する。 

 

5. 責任 

 

両当局は、この TA-M の技術上の実施及び調整のための部署として、以下を指定

する。 

(i) JCAB: 100-8918 

東京都千代田区霞ヶ関 2-1-3 

国土交通省航空局 航空機安全課 

hqt-g_CAB_GIJ_KKA@ml.mlit.go.jp 

(ii) TCCA: Standards Branch (AART) 

Transport Canada Civil Aviation 

330 Sparks Street 

Ottawa, ON., K1A 0N5 Canada 

EXTTCACNAVOP-EXTTCCAOPAIR@TC.GC.CA 

 

6. 技術協議 

 

両当局は、以下のとおり理解する。 

(i)  TCCAのDirector of Standardsと、JCABの航空機安全課長及び彼らの技術

分野の担当者は、この TA-M の技術的な実施に関して２年毎に協議するもの

とする。その協議は、技術的問題の解決、プロセスの継続的改善、組織にお

ける進行中のプロジェクト及び変更、要件の見直し、技術協力の要求、並びに

その他のこの TA-M に関する問題についても取り組むことができる。 

(ii)  その協議を実施する方式（対面、電話会議等）は、問題の重大さとともに、両

当局のリソースに応じて決定される。両当局は、より頻繁に協議することを相

互に決定することができる。 

 

7. 不適合及び安全上の問題 

 

各当局は、この TA-M の条件を遵守する認定整備施設の能力に影響する、この

TA-Mに規定する規則又は条件に対する重大な不適合事象について、他方の当局に

通知することを確保するものとする。この通知は、A 節の 5 項に特定された他方の当

mailto:hqt-g_CAB_GIJ_KKA@ml.mlit.go.jp
mailto:EXTTCACNAVOP-EXTTCCAOPAIR@TC.GC.CA
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局の代表に送付されるものとする。 

 

8. サプリメントの要件 

 

両当局は、以下のとおり理解する。 

(i)  サプリメントは、B 節又は C 節に示されている特別な条件を満たすものとす

る。 

(ii)  サプリメント及びそれに付随する特権は、2 年間又はいずれかの当局より更

新、放棄、停止又は取り消しがなされるまで、効力を有するものとする。 

(iii)  そのサプリメントに従って行われる活動は、施設の2年毎の規則上の監査の

一部として行われる必要がある。 

(iv)  サプリメントは、両当局に対して英語により作成されるものとする。 

(v)  認定整備施設が、その業務規程（AOE）、Maintenance Policy Manual（MPM）

又は安全管理システム（SMS）マニュアルにおいてSMSに関する規定を有しな

い場合には、サプリメントが当該規定を含むものとする。 

 

9. 費用 

 

(a) 両当局は、この TA-Mの下でそれぞれが負う費用を支払うものとする。 

 

(b) 両当局は、認定整備施設の申請の審査並びに認識及び承認のために、認定整

備施設に対し手数料を課すことができる。 

 

10. 利害関係者の通知 

 

両当局は、以下のとおり理解する。 

(i)  日本の潜在的な顧客に対して周知するため、TCCA は、この TA-M の下で

JCAB の管轄下の民間航空製品の整備のために認識又は承認されたカナダ

の施設のリストを、業務の範囲及び限定の情報と共に、TCCA のウェブサイト

（ http://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/2/CAS-SAC/aooah.aspx?lang=eng ）

において公表するものとする。 

(ii)  カナダの潜在的な顧客に対して周知するため、JCAB は、この TA-M の下で

TCCA の管轄下の民間航空製品の整備のために認識又は承認された日本の

施設のリストを、業務の範囲及び限定の情報と共に、JCAB のウェブサイト

（http://www.mlit.go.jp/en/koku/koku_fr11_000002.html）において公表するも

のとする。 

 

11. 最終規定 

 

(a)  このTA-M（A節、B節及びC節並びにそれらの附録を含む。）は、法的拘束力を

有しない。 

 

http://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/2/CAS-SAC/aooah.aspx?lang=eng
http://www.mlit.go.jp/en/koku/koku_fr11_000002.html
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(b) この TA-M（A節、B節及びC節並びにそれらの附録を含む。）は、両当局が最後

に署名した日の 60 日後に実施されるものとする。 

 

(c) 両当局は、書面による相互の同意により、この TA-M を改訂することができる。 

 

(d) 一方の当局は、他方の当局に対して決定を書面で通知することにより、この

TA-Mを終了することができる。このTA-Mは、その通知の受領から起算して60日

後に終了するものとする。 
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2017 年 12 月 5日に、オタワにおいて、等しく正文である英語、フランス語及び日本

語の 2通に署名した。 

 

 

日本国国土交通省   カナダ運輸省 

航空局のために    航空局のために 

 

 

 

                                

川上 光男    Robert Sincennes 

航空機安全課長   Director 

Standard Branch 
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B 節： JCAB が主管する認定整備施設に対する要件 

 

1. はじめに 

 

両当局は、この節ではJCABの認定整備施設がこのTA-Mを実施する方法につい

て詳述し、認定整備施設の JCAB の業務規程（AOE）とともにサプリメントを遵守する

ことが、認定整備施設がこの TA-M に基づく整備の特権を行使することができる基礎

となることを理解する。 

 
2. 航空法第 20 条に基づく認定整備施設の TCCA による認識／承認 

 

両当局は、以下のとおり理解する。 

(i) TCCA の管轄下の民間航空製品の整備を実施しようとする認定整備施設は、 

A. この TA-Mに基づく認識又は承認の全ての申請を、B節の附録２に示す当該

認定整備施設を管轄する JCAB の地方事務所に送付するものとする。 

B. 認識又は承認の申請には、記入した TCCA Form #26-0836 及び提案する業

務規程のサプリメントの写しが添付されることを確保するものとする。そのサプ

リメントは、認定整備施設がこの TA-M に示された特別な条件をどのように満

たすかを明確に示すことが期待される。B節の附録１は、サプリメントの作成方

法についてのガイダンスを示している。 

(ii) 認定整備施設は、 

A. A節の8(iii)項に明示されたように、2年毎の監査サイクルにより検査を受ける

ものとする。 

B. 認定整備施設について未解決の指摘事項又は処分が課されている場合、こ

の TA-M に基づいた承認を得ることができない。 

 

3. この TA-M に基づいた整備の実施 

 

両当局は、以下のとおり理解する。 

(i)  この TA-M に従って承認されたサプリメントを保有する認定整備施設は、

TCCAの管轄下の民間航空製品に対して実施された整備を証明することができ

るものとする。整備は、JCAB が発行した国内の認定整備施設の承認の範囲内

で実施されるものとする。 

(ii)  この TA-M の下での民間航空製品に対する整備の証明は、以下の場合に受

け入れられるものとする。 

A. 航空機に関する認定整備施設が、JCAB の検査及び評価の要件に基づき、

TCCA により承認される場合。航空機に関する認定整備施設について、航空

法施行規則第 35 条及びカナダ航空規則 573 の要件は、同等と考えられる。 

B. 装備品に関する認定整備施設が、JCAB の検査及び評価の要件に基づき、

TCCA により認識される場合。完成した航空機以外の民間航空製品に対して

実施された整備の証明は、同等と考えられる航空法施行規則第 40 条及びカ
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ナダ航空規則 571 の要件に従って実施されるものとする。当該認定整備施設

は、TCCA の管轄下の民間航空製品に対して実施された整備の証明として、

航空法施行規則第 18 号様式を使用するものとする。 

 

4. メンテナンスリリース 

 

両当局は、以下のとおり理解する。 

(i)  確認主任者の認定に先立って、認定整備施設は、その者が該当する規則、こ

の TA-M 及び TCCA サプリメントに基づく責務を理解していることを確保するも

のとする。 

(ii)  航空機に対して実施された作業に対するメンテナンスリリースは、TCCA の認

定整備施設の承認番号を含めるものとする。 

 

5. 新規の承認プロセス 

 

両当局は、以下のとおり理解する。 

(i) JCAB の行為 

この TA-M に従った TCCA サプリメントの承認の要請を受ける際、JCAB は、

申請者がこの TA-Mの最新の改訂版を入手できることを確保するものとする。 

(ii) 認定整備施設の行為 

この TA-M の下での認識又は承認を申請するため、申請者である認定整備施

設は、 

A. 日本国内に所在し、航空法第 20 条による認定を保有するものとする。 

B. サプリメントのガイダンスマテリアルであるこの TA-M の B 節の附録１に従っ

て、業務規程に対する TCCAサプリメントを策定するものとする。 

C. 承認を希望する日の少なくとも 90 日前に、記入した TCCA Form #26-0836

及びTCCAサプリメントを含め、JCABの地方事務所に対しレターにより申請を

提出するものとする。 

上記の文書は、申請者から TCCA に送付されることを意図していない。 

(iii) 両当局の行為 

JCAB の地方事務所は、この TA-M に従って、TCCA Form #26-0836 及び

TCCAサプリメントの適合性を検討するものとする。 

A. 装備品に関する認定事業場について、そのサプリメントが適切なものであっ

た場合、JCAB の地方事務所は、署名した TCCA Form #26-0836 を申請者に

送付し、その写しをJCAB HQに送付するものとする。JCAB HQは、このTA-M

に従って、その認定整備施設の認識と2年間の有効期限の終了日を示すため

に JCAB ウェブサイトを更新するものとする。その後の行為は求められないも

のとする。 

B. 航空機に関する認定整備施設について、そのサプリメントが適切なものであ

った場合、JCAB の地方事務所は、確認した TCCA Form #26-0836 を JCAB 

HQ に送付するものとする。JCAB HQ は、確認された当該 Form を TCCA HQ

に転送するものとする。 
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C. TCCA HQ は、この TA-M に従って初回の承認を発行する管理業務に関する

追加費用を賄うため、$1200 カナダドルをカナダ歳入庁に支払うよう手数料の

支払いの請求書を認定整備施設に送付するものとする。TCCA HQ が申請者

の支払いを確認後、TCCA HQ は申請者が支払ったことを示すため TCCA 

Form #26-0836 に署名し、署名した当該 Form を JCAB HQ に返送するものと

する。認定整備施設が使用する TCCA の承認番号が含まれるものとする。 

D. TCCA HQ から署名された TCCA Form #26-0836 を受領後、JCAB HQ は、

署名された当該 Form を JCABの地方事務所に転送し、認定整備施設の承認

及び 2 年間の有効期限の終了日を反映するよう JCAB のウェブサイトを更新

するものとする。 

E. JCAB の地方事務所は、署名された TCCA Form #26-0836 を申請者に転送

するものとする。 

 

6. 継続のプロセス 

 

両当局は、以下のとおり理解する。 

(i) JCAB の行為 

JCAB は 24 か月毎に、承認のための条件に引き続き適合していることを確保

するものとする。条件に適合していない場合、JCAB は適切な措置をとり、TCCA 

HQ に通知するものとする。 

(ii) 認定整備施設の行為 

申請者は、この TA-M の使用の継続を希望する場合、2 年毎に再申請する必

要があるものとする。申請者は、継続を要請するため、記入した TCCA Form 

#26-0836及び現在のTCCAサプリメントの写しを、JCABの地方事務所に提出す

るものとする。 

(iii) 両当局の行為 

JCAB の地方事務所は、この TA-M に従って、TCCA Form #26-0836 及び

TCCAサプリメントの適合性を検討するものとする。 

A. 装備品に関する認定事業施設について、そのサプリメントが適切なものであ

った場合、JCAB の地方事務所は署名した TCCA Form #26-0836 を申請者に

送付し、その写しをJCAB HQに送付するものとする。JCAB HQは、このTA-M

に従って、新たな 2 年間の有効期限の終了日を反映するため JCAB のウェブ

サイトを更新するものとする。その後の行為は求められないものとする。 

B. 航空機に関する認定整備施設について、そのサプリメントが適切であった場

合、JCAB の地方事務所は確認した TCCA Form #26-0836 を JCAB HQ に送

付するものとする。JCAB HQは、確認された当該Form をTCCA HQに転送す

るものとする。 

C. TCCA HQ は、$800 カナダドルをカナダ歳入庁に支払うよう手数料の支払い

の請求書を認定整備施設に送付するものとする。この手数料は、この TA-M

に従って継続の承認を発行する管理業務に関する追加費用を賄うことを意図

したものである。TCCA HQ が申請者の支払いを確認後、TCCA HQ は申請者

が支払ったことを示すため TCCA Form #26-0836 に署名し、署名した Form を
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JCAB HQ に返送するものとする。 

D. TCCA HQ から署名された TCCA Form #26-0836 を受領後、JCAB HQ は、

署名された当該 Form を JCAB の地方事務所に転送し、新たな 2 年間の有効

期限の終了日を反映するため JCAB のウェブサイトを更新するものとする。 

E. JCAB の地方事務所は、署名された TCCA Form #26-0836 を申請者に転送

するものとする。 

 

7. サプリメントの改訂のプロセス 

 

両当局は、以下のとおり理解する。 

(i) 認定整備施設の行為 

施設に関する以下の変更は、記入した TCCA Form #26-0836 及び改訂したサ

プリメントを JCAB の地方事務所に提出することを必要とする。 

A. 住所の変更 

B. 責任者の変更 

C. 名称の変更 

(ii) 両当局の行為 

JCAB の地方事務所は、この TA-M に従って、TCCA Form #26-0836 及び

TCCAサプリメントの適合性を検討するものとする。 

A. そのサプリメントが適切なものであった場合、JCAB の地方事務所は、署名し

たTCCA Form #26-0836を申請者に送付し、その写しをJCAB HQに送付する

ものとする。 

B. 航空機に関する認定整備施設について、JCAB HQ は、署名された TCCA 

Form #26-0836 を TCCA HQ に転送するものとする。 

C. JCAB HQ は、必要に応じて、JCAB のウェブサイトを更新するものとする。 

 

8. 申請の遅延（継続の場合） 

 

両当局は、以下のとおり理解する。 

(i)  申請者は、有効期限日の 60 日前までに申請することが期待される。JCAB

は、有効期限日の 30 日前までは申請の遅延を受け入れるものとする。 

(ii)  申請者が規定された期日内に申請できなかった場合は、承認が取り消され、

新規の申請が提出されることが必要となるものとする。 

(iii)  JCAB は、認定整備施設が有効期限後に TCCAサプリメントの特権を行使し

ないことを確保するものとする。 

 
9. 一時停止 

 

両当局は、以下のとおり理解する。 

(i)  航空法第 20 条による認定の一時停止は、その一時停止の期間中、TCCA

サプリメント及びその特権を自動的に無効とするものとする。その一時停止の
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結果として、認定整備施設は、このTA-Mに従ったカナダ航空規則573の承認

の特権を行使することができないものとする。 

(ii)  JCAB HQは、TCCA HQに対し、前述の認定行為に関するいかなる行動も直

ちに通知するものとする。 

 

10. 取消し 

 

両当局は、以下のとおり理解する。 

(i)  航空法第20条による認定の取消しは、TCCAサプリメント及びその特権を自

動的に無効とするものとする。その取消しの結果として、カナダ航空規則 573

に基づく認定整備施設の全ての承認の特権は恒久的に取り消され、回復され

ないものとする。 

(ii)  JCAB HQは、TCCA HQに対し、前述の認定行為に関するいかなる行動も直

ちに通知するものとする。 
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附録 1： 業務規程に対する TCCA サプリメント 

 

両当局は、TCCA サプリメントが、JCAB の認定整備施設により行われる整備につ

いて JCAB の地方事務所が承認する基礎となるものであり、以下を含むこの取決め

の要件を構成すること、及び以下の全ての項目が TCCA サプリメントに記述されるこ

とを理解する。 

 

(i)  現職のCEO又は責任を有する管理職は、このTA-Mに基づく整備の要件に

関し、認定整備施設の人員がサプリメントに書かれた方針や手順を遵守する

よう、確保するものとする。現職のCEO又は責任を有する管理職により署名さ

れた書面が、サプリメントに含まれるものとする。 

(ii)  認定整備施設は、必要に応じて、TCCA によるその施設の監督及び監査が

実施可能となるよう確保するものとする。 

(iii)  全ての作業は、認定整備施設の承認書における認定の範囲及び限定の中

で実施されるものとする。 

(iv)  航空機に関する認定整備施設について、認定された確認主任者とそれぞれ

の特権の範囲がサプリメントに列記されるものとする。 

(v)   認定整備施設は、A 節の 8(v)項に従って、SMS の手続きを設定又は明示す

るものとする。 

(vi)  航空機に関する認定整備施設について、認定整備施設は、カナダ航空規則

571.12に従って、あらゆる大修理又は大改造をTCCAへ報告するものとする。

修理及び改造が大修理及び大改造にあたるかを決定するため、カナダ航空

規則 571.06 の基準が使用されるものとする。認定整備施設は、TCCA から適

切に承認された又は規定されたデータを受け取った場合に限り、大修理又は

大改造が実施されることを確保するものとする。 

(vii)  認定整備施設は、必要なメンテナンスリリースを認定整備施設が行う限り、

当該認定整備施設により監督される他の施設に作業を委託することができ

る。 

(viii)  認定整備施設は、実施されなければならない検査、修理、改造、オーバーホ

ール、耐空性改善通報（AD／TCD）及び部品交換について規定した、詳細か

つ理解可能な作業指示書又は契約書を顧客から得るものとする。認定整備施

設は、全ての添付される補足様式及び部品の証明とともに各作業指示書の写

しを、5 年間保管するものとする。 

(ix)  全ての作業は、JCAB が承認した AOE に記載された設備及び組織の中で実

施されるものとする。 

(x)  航空機に関する認定整備施設について、認定整備施設は、カナダ航空規則

521の IX節に従って、TCCAの管轄下の民間航空製品に関する全ての欠陥を

報告するものとする。その報告は、原則として、航空機、その搭乗者又は他の

人員の安全に影響するいかなる故障、欠陥又は不具合の後、72 時間以内に

行われるものとする。この目的のために、TCCA SDR Form 24-0038 を使用す

ることができる。報告は、以下の電子メールを使用して行うことができる。 

http://wwwapps.tc.gc.ca/Corp-Serv-Gen/5/forms-formulaires/search/result

http://wwwapps.tc.gc.ca/Corp-Serv-Gen/5/forms-formulaires/search/results
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s 

(xi)  装備品に関する認定整備施設の承認された確認主任者は、航空法施行規

則第 40 条に従って、航空法施行規則第 18 号様式を発行するものとする。航

空機に関する認定整備施設の承認された確認主任者は、カナダ航空規則571

に従って、以下の情報を航空機搭載用航空日誌に含めるものとする。 

A. 「該当する耐空性の基準に従って、記載された整備が実施された。」 

B. 実施した作業の簡潔な記載 

C. 承認された施設の識別と TCCAの承認番号 

D. 署名者の氏名又は署名者を識別する手段 

E. 製品の識別及び日付 

(xii)  航空機に関する認定整備施設について、当該認定整備施設は、カナダ航空

規則の実施に関し必要な事項について講習を行う旨の通知を受けたとき、認

定整備施設の適切な者が当該講習に参加できるようにするものとする。その

後、出席者は、認定整備施設の関連する人員に対し、その講習について訓練

を行うものとする。 

(xiii)  あらゆる広告及びその他の企業の印刷物を含む範囲において、航空機に関

する認定整備施設が発行するカナダのパブリックドメインに関する資料は、署

名された TCCA Form #26-0836 を表示するものとする。 

(xiv)  航空機に関する認定整備施設について、署名された TCCA Form #26-0836

を、認定整備施設の固定された場所に見えるよう掲示し、また、署名された当

該 Form を掲示した場所を特定するものとする。 

  

http://wwwapps.tc.gc.ca/Corp-Serv-Gen/5/forms-formulaires/search/results
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附録 2： JCAB の地方事務所の一覧 

 

 

- 東京航空局保安部航空機検査官室 

102-0074 

東京都千代田区九段南 1-1-15 九段第 2 合同庁舎 

 

 

- 大阪航空局保安部航空機検査官室 

540-0008 

大阪府大阪市中央区大手前 4-1-67 大阪合同庁舎第 2号館別館 

 

 

- 東京航空局大田区駐在航空機検査官室 

144-0041 

東京都大田区羽田空港 3-3-1 東京空港事務所内 

 

 

- 東京航空局成田市駐在航空機検査官室 

282-8602 

千葉県成田市古込字込前 133 成田空港事務所内 

 

 

- 東京航空局名取市駐在航空機検査官室 

989-2401 

宮城県名取市下増田字南原 仙台空港事務所内 

 

 

- 大阪航空局豊山町駐在航空機検査官室 

480-0202 

愛知県西春日井郡豊山町豊場 名古屋空港内 

 

 

- 大阪航空局八尾市駐在航空機検査官室 

581-0043 

大阪府八尾市空港 2-12 八尾空港事務所内 
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C 節： TCCA が主管する認定整備施設に対する要件 
 

1. はじめに 

 

両当局は、この節では TCCAの認定整備施設が、この TA-M を実施する方法につ

いて詳述し、認定整備施設の TCCAが承認した Maintenance Policy Manual（MPM）と

ともにサプリメントを遵守することが、認定整備施設がこのTA-Mに基づく整備の特権

を行使することができる基礎となることを理解する。 

 

2. カナダ航空規則 573 に基づく認定整備施設の JCAB による認識／承認 

 

両当局は、以下のとおり理解する。 

(i) JCAB の管轄下の民間航空製品の整備を実施しようとする認定整備施設は、 

A. この TA-M に基づく認識又は承認の全ての申請を以下に送付するものとす

る。 

 

Standards Branch (AART) 

Transport Canada Civil Aviation 

330 Sparks Street 

Ottawa, ON., K1A 0N5 

Canada 

EXTCACNAVOP-EXTTCCAOPAIR@TC.GC.CA 

 

B. 認識又は承認の申請には、航空機に関する認定整備施設については記入し

た航空法施行規則第16号様式及び第16-5号様式、並びに提案するMPMの

サプリメントの写しが申請書に添付されることを確保するものとする。そのサプ

リメントは、認定整備施設がこの TA-M に示された特別な条件をどのように満

たすかを明確に示すことが期待される。C 節の附録１は、サプリメントの作成

方法についてのガイダンスを示している。 

(ii) 認定整備施設は、 

A. A節の8(iii)項に明示されたように、2年毎の監査サイクルにより検査を受ける

ものとする。 

B. 認定整備施設に対する未解決の指摘事項又は処分が課されている場合、申

請者はこの TA-M に基づいた承認を得ることができない。 

 

3. この TA-M に基づいた整備の実施 

 

両当局は、以下のとおり理解する。 

(i)  この TA-M に従って承認されたサプリメントを保有する認定整備施設は、

JCAB の管轄下の民間航空製品に対して実施された整備を証明することがで

きるものとする。整備は、TCCA が発行した国内の認定整備施設の承認の範

囲内で実施されるものとする。 
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(ii)  このTA-Mの下での民間航空製品に対する整備の証明は、以下の場合に受

け入れられるものとする。 

A. 航空機に関する認定整備施設が、TCCA の検査及び評価の要件に基づき、

JCAB により承認される場合。航空機に関する認定整備施設について、航空

法施行規則第 35 条及びカナダ航空規則 573 の要件は、同等と考えられる。 

B. 装備品に関する認定整備施設が、TCCA の検査及び評価の要件に基づき、

JCAB により認識される場合。完成した航空機以外の民間航空製品に対して

実施された整備の証明は、同等と考えられる航空法施行規則第 40 条及びカ

ナダ航空規則 571 の要件に従って実施されるものとする。当該認定整備施設

は、JCAB の管轄下の民間航空製品に対して実施された整備の証明として、

TCCA Form One を使用するものとする。 

 

4. メンテナンスリリース 

 

両当局は、以下のとおり理解する。 

(i)  ACA 又は SCA の認定に先立って、認定整備施設は、その者が該当する規

則、この TA-M 及び JCAB サプリメントに基づく責務を理解していることを確保

するものとする。 

(ii)  航空機に対して実施された作業に対するメンテナンスリリースは、JCAB の

認定整備施設の承認番号を含めるものとする。 

 

5. 新規の承認プロセス 

 

両当局は、以下のとおり理解する。 

(i) TCCA の行為 

    この TA-M に従った JCAB サプリメントの承認の要請を受ける際、TCCA は、

申請者がこの TA-Mの最新の改訂版を入手できることを確保するものとする。 

(ii) 認定整備施設の行為 

この TA-Mの規定の下での認識又は承認を申請するため、申請者である認定

整備施設は、 

A. カナダ国内に所在し、カナダ航空規則573による認定を保有するものとする。 

B. サプリメントのガイダンスマテリアルであるこの TA-M の C 節の附録１に従っ

て、MPM に対する JCAB サプリメントを策定するものとする。 

C. 承認を希望する日の少なくとも 90 日前に、JCABサプリメントとともに、TCCA 

HQ に対しレターにより申請を提出するものとする。航空機に関する認定整備

施設は、記入し航空法第 135 条に基づく収入印紙を付した航空法施行規則第

16 号様式及び第 16-5 号様式を併せて提出するものとする。 

D. 航空機に関する認定整備施設については、新規の証明書を受け取った後、

登録免許税を納付するものとする。 

上記の文書は、申請者から JCAB に送付されることを意図していない。収入印

紙及び税の支払いは、日本の航空機の使用者とカナダの認定整備施設との間

で調整するものとする。 
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(iii) 両当局の行為 

TCCA HQ は、この TA-M に従って、JCAB サプリメントの適合性を検討するも

のとする。 

A. 装備品に関する認定整備施設について、そのサプリメントが適切なものであ

った場合、TCCA HQ は 2 年間の有効期限の終了日を含むサプリメントの承認

レターを申請者に送付し、このTA-Mに従って、認定整備施設の認識と有効期

限の終了日を示すTCCAウェブサイトを更新するものとする。その後の行為は

求められないものとする。 

B. 航空機に関する認定整備施設について、そのサプリメントが適切なものであ

った場合、TCCA HQ は、サプリメントの承認レター、収入印紙を付した航空法

施行規則第16号様式、第16-5号様式及びJCABサプリメントを JCAB HQに

送付するものとする。そのレターは、業務の範囲及び限定が、当該施設のカナ

ダ航空規則 573 に基づく認定及び承認範囲を逸脱しない旨を規定するものと

する。 

C. 業務の範囲及び限定を含むレターの内容を確認した後、JCAB HQ は、2 年

間の有効期限の終了日が記載された認定書及び JCAB サプリメントの認可書

を発行し、TCCA HQ に送付するものとする。 

D. JCAB HQ からの認定書及び JCAB サプリメントの認可書を受領後、TCCA 

HQ は、その認定書及び JCAB サプリメントの認可書を申請者に転送し、認定

整備施設の承認及び有効期限の終了日を反映するよう TCCA のウェブサイト

を更新するものとする。 

 

6. 継続のプロセス 

 

両当局は、以下のとおり理解する。 

(i) TCCA の行為 

TCCA は 24 か月毎に、承認のための条件に引き続き適合していることを確保

するものとする。適合していない場合、TCCA は適切な措置をとり、JCAB HQ に

通知するものとする。 

(ii) 認定整備施設の行為 

申請者は、この TA-M の使用の継続を希望する場合、2 年毎に再申請する必

要があるものとする。申請者は、継続を要請するため、レターによる申請及び現

在の JCAB サプリメントの写しを、TCCA HQ に提出するものとする。航空機に関

する認定整備施設は、記入し航空法第 135 条に基づく収入印紙を付した航空法

施行規則第 16 号様式を、併せて提出するものとする。 

(iii) 両当局の行為 

TCCA HQ は、この TA-M に従って、JCAB サプリメントの適合性を検討するも

のとする。 

A. 装備品に関する認定整備施設について、そのサプリメントが適切なものであ

った場合、TCCA HQ は新たな 2年間の有効期限の終了日を含むサプリメント

の承認レターを申請者に送付し、このTA-Mに従って、新たな有効期限の終了

日を反映するよう TCCA ウェブサイトを更新するものとする。その後の行為は
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求められないものとする。 

B. 航空機に関する認定整備施設について、そのサプリメントが適切なものであ

った場合、TCCA HQ は、サプリメントの承認レター、収入印紙を付した航空法

施行規則第 16 号様式及び JCAB サプリメントを JCAB HQ に送付するものと

する。そのレターは、業務の範囲及び限定が、当該施設のカナダ航空規則

573 に基づく認定及び承認範囲を逸脱しない旨を規定するものとする。 

C. 業務の範囲及び限定を含むサプリメントの承認レターの内容を確認した後、

JCAB HQ は、新たな 2 年間の有効期限の終了日が記載された認定書を発行

し、TCCA HQ に送付するものとする。 

D. JCAB HQ からの認定書を受領後、TCCA HQ は、その認定書を申請者に転

送し、新たな有効期限の終了日を反映するよう TCCA のウェブサイトを更新す

るものとする。 

 

7. サプリメントの改訂のプロセス 

 

両当局は、以下のとおり理解する。 

(i) 認定整備施設の行為 

以下を含む施設に関するあらゆる変更で、JCAB サプリメントの内容に影響す

るものは、改訂されたサプリメントを、TCCA HQ に提出することを必要とするもの

とする。航空機に関する認定整備施設は、記入した航空法施行規則第16-5号様

式を併せて提出するものとする。 

A. 住所の変更 

B. 責任者の変更 

C. 名称の変更 

(ii) 両当局の行為 

TCCA HQ は、この TA-M に従って、JCAB サプリメントの適合性を検討するも

のとする。 

A. 装備品に関する認定整備施設について、そのサプリメントが適切なものであ

った場合、TCCA HQ は、現在の有効期限の終了日を含むサプリメントの承認

レターを申請者に送付し、必要に応じて TCCA のウェブサイトを更新するもの

とする。 

B. 航空機に関する認定整備施設について、そのサプリメントが適切なものであ

った場合、TCCA HQ は、当該変更が記載され、JCAB サプリメントが承認され

たことを証明するサプリメントの承認レターを発行し、サプリメントの承認レター、

航空法施行規則第 16-5 号様式及び JCABサプリメントを JCAB HQに転送す

るものとする。 

C. JCAB HQ は、JCAB サプリメントの認可書を発行し、TCCA HQ に送付するも

のとする。 

D. TCCA HQは、JCABサプリメントの認可書を申請者に転送し、必要に応じて、

TCCAのウェブサイトを更新するものとする。 

 

8. 申請の遅延（継続の場合） 
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両当局は、以下のとおり理解する。 

(i)  申請者は、有効期限日の 60 日前までに申請することが期待される。TCCA

は、有効期限日の 30 日前までは申請の遅延を受け入れるものとする。 

(ii)  申請者が規定された期日内に申請できなかった場合は、承認が取り消され、

新規の申請が提出されることが必要となるものとする。 

(iii)  TCCAは、認定整備施設が有効期限後に JCABサプリメントの特権を行使し

ないことを確保するものとする。 

 

9. 一時停止 

 

両当局は、以下のとおり理解する。 

(i)  カナダ航空規則 573 による認定が一時停止された場合、JCAB は航空法第

20 条に基づく承認を停止するための必要な措置をとるものとする。その一時

停止の結果として、認定整備施設は、このTA-Mに従った航空法第20条の承

認の特権を行使することができないものとする。 

(ii)  TCCA HQは、JCAB HQに対し、前述の認定行為に関するいかなる行動も直

ちに通知するものとする。 

 

10. 取消し 

 

両当局は、以下のとおり理解する。 

(i)  カナダ航空規則 573 による認定が取り消された場合、JCAB は航空法第 20

条に基づく承認を取り消すための必要な措置をとるものとする。その取消しの

結果として、航空法第 20 条に基づく認定整備施設の全ての承認の特権は恒

久的に取り消され、回復されないものとする。 

(ii)  TCCA HQは、JCAB HQに対し、前述の認定行為に関するいかなる行動も直

ちに通知するものとする。 
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附録 1： Maintenance Policy Manual に対する JCAB サプリメント 

 

両当局は、JCAB サプリメントが、TCCA の認定整備施設により行われる整備につ

いて TCCA HQ が承認する基礎となるものであり、以下を含むこの取決めの要件を構

成すること、及び以下の全ての項目が JCAB サプリメントに記述されることを理解す

る。 

 

(i)  現職のCEO又は責任を有する管理職は、このTA-Mに基づく整備の要件に

関し、認定整備施設の人員がサプリメントに書かれた方針や手続きを遵守す

るよう、確保するものとする。現職のCEO又は責任を有する管理職により署名

された書面が、サプリメントに含まれるものとする。 

(ii)  認定整備施設は、必要に応じて、JCAB によるその施設の監督及び監査が

実施可能となるよう確保するものとする。 

(iii)  全ての作業は、認定整備施設の承認書の範囲及び限定の中で実施される

ものとする。 

(iv)  航空機に関する認定整備施設について、ACA を有する者とそれぞれの特権

の範囲がサプリメントに列記されるものとする。 

(v)   認定整備施設は、A 節の 8(v)項に従って、SMS の手続きを設定又は明示す

るものとする。 

(vi)  航空機に関する認定整備施設について、認定整備施設は、JCAB から適切

に承認された又は規定されたデータを受け取った場合に限り、大修理又は大

改造が実施されることを確保するものとする。修理及び改造が大修理及び大

改造に相当するかを決定するため、航空法施行規則第5条の6の基準が用い

られるものとする。 

(vii)  認定整備施設は、必要なメンテナンスリリースを認定整備施設が行う限り、

当該認定整備施設により監督される他の施設に作業を委託することができ

る。 

(viii)   認定整備施設は、実施されなければならない検査、修理、改造、オーバー

ホール、耐空性改善通報（AD／TCD）及び部品交換について規定した、詳細

かつ理解可能な作業指示書又は契約書を顧客から得るものとする。認定整備

施設は、全ての添付される補足様式及び部品の証明とともに各作業指示書の

写しを、2 年間保管するものとする。ただし、航空機の大修理又は改造に関す

る記録については、当該記録が航空機の保有者により保管されている場合を

除き、登録が廃止されるまで保管されるものとする。 

(ix)   認定整備施設は、TCCA が承認した MPM 及び JCAB サプリメントに記載さ

れた方法に従って、全ての作業を実施するものとする。 

(x)  全ての作業は、TCCAが承認したMPMに記載された設備及び組織の中で実

施されるものとする。 

(xi)  航空機に関する認定整備施設について、認定整備施設は、JCAB の管轄下

の民間航空製品に関する以下の不安全事象について、欠陥又は不具合の発

見から原則 72 時間以内に、JCAB に報告するものとする。電子メールの宛先

は、A節の 5 項に記載されている。 
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A. システム又は装備の不具合による火災 

B. エンジン、機体、装備品等に被害を生じたエンジン排出システムの不具合 

C. 操縦席又は客室への有毒ガスの発生 

D. プロペラコントロールシステムの不具合 

E. プロペラ又はローターのハブ又はブレードの不具合 

F. 火花が発生する場所への可燃性流体の流出 

G. 使用中に発生した構造又は材料の不具合によるブレーキの不具合 

H. 機体の一次構造における重大な不具合（疲労亀裂、コロージョン等） 

I. 構造又はシステムの不具合に起因する異常振動、バフェット 

J. エンジンフェイル 

K. 航空機の飛行性能に影響するような構造やシステムの不具合 

L. 使用中における 2以上の電気又は油圧系統の喪失 

M. 使用中における 2 以上の姿勢、速度、高度計器の不具合 

N. 上記事象に結びつく可能性のある装備品等の重大な不具合 

O. 保留（認定設計施設に限る。） 

P. 認定業務の実施において発生した MPM 又は JCAB サプリメントの違反の事

例 

(xii)  SCA を保有する個人は、カナダ航空規則 571 に従って、TCCA Form One を

発行するものとする。ACAを保有する個人は、航空法施行規則第40条に従っ

て、以下の情報を航空機搭載用航空日誌に含めるものとする。 

A. 「この航空機に実施した整備又は改造について、法第 10 条第 4 項の基準に

適合することを確認した。」 

B. 実施した整備又は改造の内容 

C. 認定施設の名称及び認定番号 

D. 確認主任者の署名又は記名押印 

E. 確認年月日 

(xiii)  航空機に関する認定整備施設について、当該認定整備施設は、国土交通

大臣から航空法規その他認定業務の実施に関し必要な事項について講習を

行う旨の通知を受けたとき、認定整備施設の適切な者が当該講習に参加でき

るようにするものとする。その後、出席者は、認定整備施設の関連する人員に

対し、その講習について訓練を行うものとする。 

(xiv)  あらゆる広告及びその他の企業の印刷物を含む範囲において、航空機に関

する認定整備施設が発行する日本のパブリックドメインに関する資料は、

JCAB の認定書を表示するものとする。 

(xv)  航空機に関する認定整備施設について、JCAB の認定書を、施設内の固定

された場所に見えるよう掲示し、また、当該認定書を掲示した場所を特定する

ものとする。 



 

 

 

26 

 

 

 



 

 

 

27 

 

 

 
 


